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毎月１日・１５日発行

平成 24年（2012年）

２／１号
No. 1067

《
今
号
の
主
な
内
容
》

・　

年
度
事
務
事
業
見
直
し
の
た
め
の
仕
分
け
を
実
施
し
ま
す 

２
面

２３
・
中
学
生
の
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」　

人
が
入
賞
し
ま
し
た 

３
面

１５

・
市
の
魅
力
を
Ｐ
Ｒ
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
「
る
る
め
ち
ゃ
ん
」 

４
面

・
市
立
小
・
中
学
校
連
合
作
品
展
・
書
写
展
を
開
催
し
ま
す 

６
面

　

今
年
も
、
所
得
税
と
市
民
税
・
都
民
税
の
申
告
の
受
け
付
け

が
始
ま
り
ま
す
。
窓
口
で
の
受
け
付
け
は
２
月　

日
（
木
）
～

１６

３
月　

日
（
木
）
の
期
間
で
す
。

１５

　

３
月
に
入
り
ま
す
と
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め
の
申
告

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

確定申告の無料相談会（税理士会）

◎年金受給者、給与所得者、小規模納税者の方

時間日程会場

午前９時半～１１時半、
午後１時半～３時半　

２月１３日（月）・
　　１４日（火）・
　　１７日（金）　　

市役所７階
７０１・７０３会議室

※受付時間は混雑の状況により、早く締め切る場合があります。
※所得金額が高額な方や相談内容が複雑な方、譲渡・相続・贈与の申告
の方は、税務署または有料で税理士にご相談ください。

確定申告相談と市民税・都民税の申告会場
受付時間日程会場

午前９時半～１１時、
午後１時～４時

２月１日（水）　
東部地域センター
１階講習室

２月２日（木）　
南部地域センター
２階講習室

２月３日（金）・
　　６日（月）　

わくわく健康プラザ
１階講堂

午前８時半～１１時、
午後１時～５時

２月１６日（木）　
～３月１５日（木）

市役所２階
２０４・２０５会議室

※２月１７日（金）・２４日（金）の午後５時１５分～８時、市役所２階を会場
に「夜間申告相談窓口」を設置します。なお、午後５時１５分以降は、
電話相談と証明書などの発行はできません。
※市役所・各会場でお受けできる確定申告書は、「提出のみの方および簡
易な申告の方」に限らせていただきます。

　

※
確
定
申
告
に
関
す
る
電
話
で

の
問
い
合
わ
せ
の
場
合
は
、
自
動

音
声
案
内
に
沿
っ
て
「
０
」
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。　

　

税
務
署
で
の
受
け
付
け
は
、
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
お
休
み
で

す
。
た
だ
し
、
２
月　

日
（
日
）

１９

と　

日
（
日
）
に
限
り
、
午
前
９

２６
時
～
午
後
５
時
に
東
村
山
税
務
署

で
、
確
定
申
告
書
作
成
ア
ド
バ
イ

ス
や
申
告
用
紙
の
配
布
、
申
告
書

の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

　

※
当
日
は
、
電
話
で
の
相
談
や

国
税
の
領
収
、
納
税
証
明
書
の
発

行
は
行
い
ま
せ
ん
。

納
税
お
よ
び
振
替
納
税

　

確
定
申
告
書
の
受
け
付
け
、
納

税
の
期
限
は
次
の
通
り
で
す
。

　

▼
所
得
税
＝
２
月　

日
（
木
）

１６

～
３
月　

日
（
木
）

１５

　

▼
贈
与
税
＝
２
月
１
日
（
水
）

～
３
月　

日
（
木
）

１５

　

▼
個
人
事
業
者
の
消
費
税
・
地

方
消
費
税
＝
１
月
４
日
（
水
）
～

４
月
２
日
（
月
）

　

所
得
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費

税
・
地
方
消
費
税
の
納
税
に
は
、

振
替
納
税
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

①
税
務
署
や
金
融
機
関
に
備
え

付
け
の
「
口
座
振
替
依
頼
書
」
用

紙
に
必
要
事
項
を
記
載
し
て
、
所

轄
税
務
署
に
持
参
ま
た
は
送
付
し

て
く
だ
さ
い
。

　

②
新
規
に
振
替
納
税
を
利
用
す

る
方
は
、
所
得
税
は
３
月　

日
１５

（
木
）
ま
で
、
個
人
事
業
者
の
消

費
税
・
地
方
消
費
税
は
４
月
２
日

（
月
）
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

※
一
度
手
続
き
を
す
る
と
継
続

し
て
ご
利
用
で
き
ま
す
が
、
転
居

な
ど
に
よ
っ
て
所
轄
税
務
署
が
変

更
に
な
る
と
き
は
、
再
度
手
続
き

が
必
要
で
す
。

　

③　

年
分
の
確
定
申
告
の
振
替

２３

日（
口
座
か
ら
の
引
き
落
と
し
日
）

は
次
の
通
り
で
す
。

　

▼
所
得
税
＝
４
月　

日
（
金
）

２０

　

▼
個
人
事
業
者
の
消
費
税
・
地

方
消
費
税
＝
４
月　

日
（
水
）

２５

　

※
振
替
日
の
前
日
ま
で
に
、
指

定
口
座
の
預
貯
金
残
高
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】振
替
日
に
引
き
落
と

　
 
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た

め
の
申
告
は
、
税
務
署
窓
口
で
受

け
付
け
中
で
す
。 
３
月
に
入
り
ま

す
と
、
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

早
め
の
申
告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

※
混
雑
時
期
に
提
出
さ
れ
ま
す

と
、
還
付
金
の
受
け
取
り
が
遅
く

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

申
告
書
は
e－

T
a
x
（
イ
ー

タ
ッ
ク
ス
）
に
よ
る
送
信
や
、
郵

便
ま
た
は

信
書
便
に

よ
る
送
付
、

税
務
署
の

時
間
外
文

書
収
受
箱

へ
の
投
函

で
も
提
出

で
き
ま
す
。

し
が
で
き
な
い
と
、
納
期
限
の
翌

日
（
所
得
税
は
３
月　

日
、
個
人

１６

事
業
者
の
消
費
税
・
地
方
消
費
税

は
４
月
３
日
）
か
ら
、
延
滞
税
が

か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す

 　

市
役
所
で
の
受
け
付
け
は
、
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
お
休
み
で

す
。
な
お
、
２
月　

日
（
金
）・　

１７

２４

日
（
金
）
の
午
後
５
時　

分
～
８

１５

時
に
「
夜
間
申
告
相
談
窓
口
」
を

設
置
し
ま
す
（
た
だ
し
、
電
話
相

談
や
証
明
書
な
ど
の
発
行
は
行
い

ま
せ
ん
）。

申
告
が
必
要
な
方

　
（
１
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２４

内
に
住
所
が
あ
り
、
前
年
中
に
収

入
の
あ
っ
た
方

　
（
２
）
給
与
所
得
者
の
方
で
、
次

市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税・・・・・・・・・・都都都都都都都都都都民民民民民民民民民民市民税・都民税税税税税税税税税税税
　申告と相談は市役所課税課
　市民税係（市役所２階）へ
緯４７０・７７７７　　　　　

（内線２３３３～２３３７）　

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
。
①

勤
務
先
か
ら
市
役
所
へ
給
与
支
払

報
告
書
の
提
出
が
な
い
方
②
給
与

を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
る

方
③　

年
中
に
退
職
し
、　

年
１

２３

２４

月
１
日
現
在
就
職
し
て
い
な
い
方

④
給
与
の
ほ
か
に
地
代
、
家
賃
、

原
稿
料
、
年
金
、
配
当
な
ど
の
所

得
が
あ
っ
た
方
（
所
得
税
で
は
、

給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

が　

万
円
以
下
の
方
に
つ
い
て
は

２０
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
市
民
税
・
都
民
税
で
は

申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）

　
（
３
）　

年
１
月
１
日
現
在
、
市

２４

内
に
居
住
し
て
い
な
い
が
、
市
内

に
事
務
所
や
家
屋
敷
を
有
す
る
方

申
告
の
必
要
が
な
い
方

　
（
１
）前
記「
申
告
が
必
要
な
方
」

の
（
１
）
～
（
３
）
に
該
当
す
る

方
で
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書
を

税
務
署
に
提
出
し
た
方

　
（
２
）給
与
所
得
者
で
給
与
以
外

の
所
得
が
な
く
、
勤
務
先
か
ら
市

役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
を
提
出

済
み
の
方

　
（
３
）給
与
所
得
者
の
妻
な
ど
で
、

同
居
の
方
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

方
　
（
４
）　

年
中
か
ら
継
続
し
て
、

２３

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

前
年
中
に
収
入
の
な
か

っ
た
方
も
申
告
を

　

前
年
（　

年
）
中
に
、
病
気
や

２３

失
業
、
学
生
で
あ
っ
た
な
ど
の
理

由
で
収
入
の
な
か
っ
た
方
も
、
申

告
書
裏
面
の
「
収
入
の
な
か
っ
た

方
へ
」
に
そ
の
旨
を
記
入
し
、
提

出
し
て
く
だ
さ
い
（
同
居
の
方
の

扶
養
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
除

く
）。

　

※
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
非
課
税
証
明
書
発
行
な
ど

の
資
料
と
な
り
ま
す
。

市
民
税
・
都
民
税
申
告
書
が

届

か

な

い

方

へ

　

申
告
書
は
、
申
告
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
方
に
郵
送
し
ま

し
た
が
、
該
当
す
る
方
で
届
か
な

い
方
は
、
課
税
課
市
民
税
係
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
な
お
、
申
告
用

紙
な
ど
は
、
上
の
原
・
ひ
ば
り
が

丘
・
滝
山
の
各
連

絡
所
、
東
部
地
域

セ
ン
タ
ー
、
わ
く

わ
く
健
康
プ
ラ
ザ

で
も
配
布
し
て
い

ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

　

申
告
書
▼
源
泉
徴
収
票
・
収
入

証
明
書
な
ど
前
年
中
の
収
入
金
額

の
分
か
る
書
類
▼
社
会
保
険
料
・

生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料
・
医

療
費
・
寄
付
金
な
ど
の
各
控
除
を

受
け
る
場
合
は
、
前
年
中
に
支
払

っ
た
証
明
書
ま
た
は
領
収
書
▼
国

民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
保
険
料
・
介
護
保
険
料
・

国
民
年
金
で
前
年
中
に
支
払
っ
た

領
収
書
な
ど
▼
認
め
印

「確定申告センター」をご利用ください
　パソコンによる所得税・個人消費税などの
確定申告書等作成について東京税理士会の税
理士がアドバイスする「確定申告センター」
を次の日程・会場で開設します。
　※お住まいの地域に関わらず、ご利用いた
だけます。
　【開設日時】土曜・日曜日、祝日を除く２月
１日（水）～３月１５日（木）の午前９時～午
後５時（相談開始は午前９時１５分から）
　【会場】新宿アイランド地下１階「アクアプ
ラザ」（新宿区西新宿６－５－１）　
　【ご注意】次の通り
　・ 土地・建物・株式などの売却による譲渡
所得や贈与税についてのご相談はできません
　・ 外部記録媒体（フロッピーディスクや
USBメモリなど）の使用はできません

申告書はご自分で作成して提出はお早めに！申告書はご自分で作成して提出はお早めに！申告書はご自分で作成して提出はお早めに！
所得税の申告と納税は２月１６日（木）～３月１５日（木）です

●ｅ－Ｔａｘホームページ
http://www.e-tax.nta.go.jp
●国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp

所所所所所所所所所所得得得得得得得得得得所得税税税税税税税税税税税
　申告と相談は東村山税務署へ
〒１８９－８５５５　
東村山市本町１－２０－２２
緯０４２・３９４・６８１１

　市役所でお受けできる確定申告は、市役所・各会場とも次のものに限ら
せていただきます。
　（１）提出のみの方＝内容が記入されていて、お預かりするだけのもの
　（２）簡易な申告の方＝①給与や公的年金のみの収入の方②前記①に該
当し、医療費控除や寄附金控除のある方
　なお、あらかじめ確定申告書の住所・氏名・扶養控除・所得金額欄など
分かる所は記載し、筆記用具・計算機をご持参ください。
　市役所では、確定申告書（簡易なもの）の記載方法などについて、疑問
などがある方に書き方のアドバイスを行いますが、確定申告書はご自分で
作成していただきます。

　市役所で受け付ける市民税・都民税の申告では、所得税の還付は受けら
れません。
　還付の申告をする方は東村山税務署へ申告してください。 

ごごごごごごごごごごごごごご注注注注注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意意意意意くくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだささささささささささささささご注意くださいいいいいいいいいいいいいいい

おおおおおおおおおおおおおお 願願願願願願願願願願願願願願お　願　いいいいいいいいいいいいいいい


